
特別賛助会員が実施する研修会の監修申請手続き

研修会主催者 研修センター

（事前相談） （事前相談受付）

研修実施６週間前まで

監修申請書（別紙様式）

監修手数料の振込書の写し

集合・実習研修会実施機関登録等申請書
（研修認定薬剤師制度実施細則様式第16）
（この登録申請書は初回時のみ提出）

申請（郵送）

事務局審査
↓

監修審査委員会

監修可 監修不可
申請後３週間以内 （郵送） （郵送）

監修名義使用許諾書 通知

実施機関コード
（初回時のみ）

研修実施３週間前
薬剤師研修支援

集合・実習研修会開催計画書 システム(Web)
（研修会登録料の決済を含む。） 受付

承認連絡 （メール）

（郵送）
受理書

参加予定人数分の研修受講シール（単位）

終了報告書の様式

研修会実施

終了後 提出
終了報告書 受領

残余シール


